
快適な生活づくりは

公共下水道から
仙崎・深川地区一部供用開始

美
し
い
自
然
環
境
を
保
ち
、
快

適
な
生
活
環
境
づ
く
り
の
た
め
、

平
成
2
年
度
で
進
め
て
い
た
公
共

下
水
道
管
の
埋
設
工
事
が
完
了
し

た
の
で
、
こ
の
6
月
1
日
か
ら
次

の
地
区
（
一
部
）
は
、
下
水
道
が

利
用
で
き
る
供
用
開
始
区
域
に
な

り
ま
し
た
。

・
仙
崎
地
区

白
潟
3
区
の
一
部

・
深
川
地
区

田
屋
区
の
一
部
、
中
山
区
の
一

部
、
緑
ヶ
丘
区
の
一
部

下
水
道
の
使
用
を
開
始
す
る
と
、

こ
の
地
区
の
家
庭
か
ら
の
排
水
は

す
べ
て
下
水
道
へ
流
す
こ
と
に
な

り
ま
す
。

水
洗
便
所
へ
の
改
造
に

ご
協
力
を

各
家
庭
は
、
供
用
開
始
か
ら
3

年
以
内
に
水
洗
化
を
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
地
域
環
境
の
改
善

と
、
快
適
な
暮
ら
し
の
た
め
、
水

洗
化
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

水
洗
便
所
の
改
造
資
金
を

お
貸
し
い
た
し
ま
す

市
で
は
、
水
洗
化
工
事
の
負
担

が
少
し
で
も
軽
く
な
る
よ
う
に
、

融
資
あ
っ
せ
ん
制
度
を
設
け
て
い

ま
す
。

融
資
の
限
度
額
は
、
1
世
帯
に

つ
き
3
0万
円
以
内
で
す
。
利
子
は

無
利
子
で
す
。

な
お
、
こ
の
制
度
が
適
用
さ
れ

る
要
件
と
し
て
、
市
税
及
び
下
水

道
事
業
受
益
者
負
担
金
を
滞
納
し

て
い
な
い
こ
と
な
ど
の
条
件
が
あ

り
ま
す
の
で
、
条
件
や
申
請
の
方

法
な
ど
に
つ
い
て
は
、
都
市
計
画

課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

私
道
等
へ
の
排
水
設
備
の

設
置
に
補
助
し
ま
す

市
で
は
、
水
洗
便
所
の
普
及
促

進
を
図
る
た
め
、
私
道
等
に
排
水

設
備
の
設
置
に
つ
い
て
予
算
の
範

囲
内
で
補
助
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
都
市
計
画
課
へ

内
線
2
3
1

・
2
3
2

供
用
開
始
区
域

白潟地区

田屋地区

緑ヶ丘地区

中山地区
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